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Ⅰ．はじめに

　2015 年 2 月 23、24 日、ロンドンにおいて
IFRS 財団1・IFRS 諮問会議（IFRS─AC）が開
催された。以下、その概要を報告する。
　IFRS─ACは、国際会計基準審議会（IASB）、
IFRS 財団トラスティーに対して、戦略的な検
討事項やその優先順位をアドバイスするための
諮問会議で、毎年 2 月、6 月、10 月と年 3 回、
ロンドンで開催される。現在は、議長 1名、副
議長 2 名、委員 44 名の 47 名からなり、先進
国、新興国の利害関係者から幅広く委員が選ば
れている。
　日本選出の IFRS─AC 委員は、経団連を代表
して新日鐵住金（株）財務部長・石原秀威氏、日
本証券アナリスト協会を代表して筆者の 2名で
ある。また金融庁よりオブザーバーとして、竹
中企業開示課課長補佐が出席した。なお、筆者
は今回から 12 か月の任期で副議長を務めるこ
ととなった2。

Ⅱ ．2015 年 2 月開催 IFRS 諮問会
議・議事概要

　今回の IFRS─AC の議事一覧は次頁の図表の
とおりである3。以下、順にその議論の概要を
報告する。

1．IFRS─ACによる助言とその対応
　会議冒頭の 15 分を使って IFRS─AC Joanna 
Perry 議長より、前回（2014 年 10 月）AC で
の議論の振り返りと、助言事項への対応に関す
るフィードバックがあった。
　これは前回、一部の議員から、AC の提言
（recommendation）に関して、IFRS 財団より
十分なフィードバックがないという批判に応え
たものである。前回の会議では、ACはあくま
でも助言（advice）機関であって、提言機関で
はないので、IFRS 財団は AC に対して説明責
任を負わない、とする整理が行われていた。し
かし、AC委員のモチベーションにもかかわる
ことから、IFRS財団Prada議長からではなく、
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1 　国際財務報告基準（IFRS）の基準設定主体である IASB、IFRS 解釈指針委員会を傘下に有する財団で、
IASBの活動を財務面、人事・運営面でサポートする。
2　昨年 12 月末を以って、前 IFRS─AC 副議長である Christoph Huetten 氏（Chief Accounting Office, SAP）、
Charles Macheck 氏（オーストラリア投資家代表）が退任し、その後任として、Gavin Francis（Deputy 
Group Chief Accounting Officer, HSBC Holdings）及び筆者が今回より副議長に就任した。
3　今回のACの資料や討議の模様は、以下のサイトで閲覧・聴取可能。
　http://www.ifrs.org/Meetings/Pages/IFRS-Advisory-Council-February-2015.aspx
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ACの Perry 議長から、前回会議の提言事項に
対する IFRS 財団・IASB の対応を整理、報告
することになった。これはACの役割に関する
透明性を上げるという意味で妥当な対応である
と筆者は考えている。

2．過去 4か月の IASB活動報告
【基準開発・新基準の適用】
　IASB の Hans Hoogervorst 議長より、過去
4 か月間における IASB の活動報告があった。
この 4か月間の最大の成果として報告されたも
のが、改正 IFRS 第 9 号「金融商品」、IFRS 第
15 号「収益認識」の最終基準化であった。ま
た、現在進行中の重要なものとして、リース、

保険、概念フレームワーク、開示プロジェクト
の進捗状況・現状に関する報告があった。
　また、移行リソースグループ（Transition 
Resource Group、以下「TRG」という。）の活
動状況に関する報告があった。TRG とは、非
常に影響の大きい会計基準の強制適用を円滑に
行うために、新たに設けられた枠組みである。
現在、IASB 単独の IFRS 第 9 号減損に関する
TRG と、IASB・米国財務会計基準審議会
（FASB）が共同で立ち上げた収益TRGの 2 つ
が活動している。TRG では、実務上の課題を
作成者、監査人、利用者等利害関係者が共有
し、また基準適用にあたってのすり合わせを
行っている。TRG は強制力を持つガイダンス

2015 年 2 月開催　IFRS─AC 会議　議事一覧

番　号 日　時 議　事

1 2 月 23 日 10：00─10：30 開会・IFRS─ACによる助言とその対応

2 同 9：30─11：45 過去 4か月の IASB活動報告

3 同 11：45─12：15 ASAF設立後 2年目のレビュー

4 同 13：40─14：15 収益認識移行リソースグループ

5 同 14：15─15：45
 14：15─14：45
 14：45─15：45

2015 年アジェンダ・コンサルテーション
・IASBスタッフによる概要説明（戦略と予定）
・分科会

6 同 15：45─16：30 IFRS 財団のMoU戦略

7 同 14：30─15：30 教育イニシアチブ戦略

2月 24 日 8：00─ 9:00 投資家代表による朝食会

⑸ 同 9：15─10:00 2015 年アジェンダ・コンサルテーション・分科会報告

8 同 10：00─11：15
 10：00─10：15
 10：15─11：15

IFRS 財団のリスクと機会（非公開）
・2014 年 10 月会議のサマリー（IFRS 財団スタッフ）
・分科会

9 同 11：15─12：15 IFRS 財団トラスティー活動報告

10 同 13：15─14：15 企業報告の将来像

⑻ 同 14：15─15：15 IFRS 財団のリスクと機会・分科会報告（非公開）

同 15：15─15：25 まとめ・閉会

出所：IFRS 財団
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等の発行は行わないが、TRGの議論を通じて、
利害関係者の会計基準の解釈に関する理解が共
有化されるという教育効果を通じて、基準適用
にあたっての一貫性が高まると期待されてい
る。しかし、収益TRGにおける議論を通じて、
IASB と FASBが異なる対応を迫られる局面が
生じている。この問題については、収益 TRG
に関するセッションで詳細に議論された。

【企業結合の適用後レビューとのれんの会計処
理】
　日本の市場関係者の関心の高いのれんの会計
処理については、IASB スタッフより、「企業
結合」の適用後レビューを受け、IASB は、昨
年 12 月に「のれんの会計処理」を見直すこと
を「High priority」と位置づけるとの報告が
あった。学説等によると、「減損」が適当だと
いう結論が導かれるものの、コスト・ベネ
フィットの観点や、「減損」が遅れることの懸
念等を考慮して、改善策を検討する必要がある
と考えているとのことであった。
　2 月の IASB 会議において、今後の作業につ
いては、「リサーチ」から開始することが決定
されている。「企業結合」は、FASB とコン
バージェンスを達成した会計基準であり、「の
れんの会計処理」も FASB と合同で見直しを
進めることが理想である。しかし、FASB は、
既にリサーチの段階を終え、すぐにでも基準開
発にとりかかるとのことで、基準開発スケ
ジュールに関しては、IASB と FASB の歩調が
必ずしも合わないかもしれないとの懸念も示さ
れた。
　これに関連して、石原 AC 委員から、「日本
の関係者は、のれんについては償却・減損アプ
ローチの方が減損のみアプローチよりも優れて
いると考えている。日本における IFRS の任意
適用を拡大するためにも、のれんは償却・減損
アプローチとするよう検討してほしい。」との

意見が表明された。

【IASB/IFRS 財団のミッション・ステートメン
ト案】
　今回の IASB の活動状況に関するセッション
での最大の注目点は、IASB/IFRS 財団のミッ
ション・ステートメント案が、Hoogervorst 議
長より提示されたことである。同ミッション・
ステートメント案では、「我々のミッションは、
世界の金融市場に『透明性』、『説明責任』、『効
率性』を齎すような IFRS を開発することであ
る。」と宣言した上で、「世界経済における『信
頼』『成長』『長期的金融安定性』の涵養を通じ
て、公的利益に貢献する。」ことが謳われてい
る。
　このようなステーメントの開発を検討してい
るのは、IASB/IFRS 財団のミッションをより
よく外部の関係者に伝えるために、簡潔なス
テートメントが有効であるとの背景説明があっ
た。同時にこのミッション・ステートメントに
よって、従来のミッションを変えることを意図
しているわけではないことも併せて説明され
た。
　席上、明示的に言及されたわけではないが、
前回AC（2014年10月）で、欧州委員会（EC）
より「IASB は経済成長や、金融安定性を意識
した会計基準設定を行うべきではないか。」と
いう問題提起がなされたことへの対応であると
思われる。今回示されたミッション・ステート
メント案は、一見その時の結論とは矛盾するよ
うに思える。昨年 10 月の AC では、特定の経
済政策を意識して、会計基準を設定することに
対しては、否定的な意見が多数を占めていた。
今回のACでも、成長や長期的安定性と会計基
準のあり方について、活発な議論が展開され
た。
　しかし、Hoogervorst 議長によれば、「ここ
では『長期的』という言葉を意図的に使ってお
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り、会計基準が透明性や説明責任を通じて、経
済実態を忠実に反映することを目指すことこそ
が、金融システムの長期的安定につながり、悪
化した経済実態を隠して短期的に『偽の
（fake）』安定性を求めても金融システムや経済
にプラスはならない。」という思いを込めてい
るとのことであった。ミッション・ステートメ
ント案の趣旨と文言には、概ねACとして支持
することが確認された。

3．ASAF設立後 2年目のレビュー
　会計基準アドバイザリー・フォーラム
（ASAF）は各国会計基準設定主体よりなる
IASB の諮問機関であり、IASB が現在開発中
の会計基準やリサーチ・プロジェクトについ
て、技術的なアドバイスを行っている。2011
年の戦略レビューを踏まえて 2013 年に設置さ
れたが、その定款で 2年目にレビューを受ける
ことになっている。今回の AC では、ASAF
を IFRS のレビュープロセスに組み込むべき
か、メンバー枠を拡大すべきか、メンバーを入
替制にすべきかなどが議論された。
　まず、ASAF の存在意義自体には、異論は
なかった。しかし ASAF の議論すべき論点に
関しては、「会計基準開発上の、専門的・技術
的論点から拡大すべきではない。」という意見
が大勢を占めた。会計基準開発上の技術的論点
を議論するのが ASAF であるのに対して、
IASB が検討すべき会計基準上の論点を含めハ
イレベルな戦略を議論するのが IFRS─AC とい
う整理がなされた。
　また、ASAF は極めてよく機能していると
いう評価の一方で、ASAF を IASB の基準開
発上のデュープロセスに入れるかどうかに関し
ては否定的な意見が多数であった。しかし、そ
の一方で、「ASAF を引き続き IFRS 財団の正
規の組織として位置づけ、基準開発に当たって
は必ずとはいえないまでも、ASAF のアドバ

イスを受けることが望ましい。」という意見が
大勢であった。
　ASAF の適正規模については、コンセンサ
スはなかったものの、規模を少数に保った方
が、より効果的な議論ができるという意見が優
勢であった。またメンバーを少数に保つ代わり
に、一部の地域の基準設定主体のみが発言権を
得ることがないよう、地域内でローテーション
制を採用してはどうかという意見もあった。一
方、規制当局を ASAF メンバーとすることに
関しては、否定的な意見が多数であった。
　ASAF に関しては、日本からの委員の積極
的な発言が目立った。まず、石原AC委員から
は、「ASAF は効果的に機能しているので、
デュープロセスに入れるべきである。最終決定
権は IASB にあるという原則の下で、ASAF
を最大限活用すべきである。一方、ASAF の
活動範囲は現状が適切であり、委員数も現状程
度でよい。また、ASAF は IASB 会議の前に
開かれることが非常に重要である。」との発言
があった。
　また竹中オブザーバーは、「IASB は会計基
準以外にも適用や狭い範囲の修正などいろいろ
議論している。ASAF は 2 日間しかないので、
特定の重要な問題に特化すべきである。」との
意見を述べた。また同オブザーバーから、
「ASAF メンバーはアジェンダの設定にあた
り、意見表明できるのか。」という質問があっ
たが、これに対して IASB スタッフより、「毎
回 ASAF 会議の最後に次回のアジェンダ案を
提示し、それに対する ASAF メンバーからの
フィードバックを基に最終的なアジェンダが決
められるので、アジェンダ設定に関してメン
バーには意見表明の機会が与えられている」と
いう回答があった。
　筆者からは、「ASAF はよく機能しているの
で、デュープロセスに入れてもよいとは思う
が、それによって、基準開発のスピードが落ち
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ないように慎重であるべきである。ASAF の
アジェンダは絞られたものにすべきで、アジェ
ンダの優先順位を議論すべきではない。ASAF
には IFRS の強制適用国以外にも、米国、日
本、中国などの非強制適用国を含めることが重
要である。そういう国に正式に発言の場を与え
ることは、各国会計基準と IFRS のコンバー
ジェンス、単一で高品質なグローバル会計基準
の追求にとって意味があると思う。」という意
見を述べた。

4．収益認識移行リソースグループ
　収益認識基準は、IASB と FASB が共同で開
発し、IFRS 第 15 号、米国基準 Topic 605 は、
ほとんど一言一句同じ会計基準として公表され
た。しかし、TRG を通じて明らかになった少
数の課題に対して、FASBは米国の利害関係者
のためにガイダンスを追加しようとしている。
それに合わせて、IASB もガイダンスを追加し
て、コンバージェンスを維持するかどうかが議
論された。また、TRG 全般に関する課題が議
論された。
　まず、米国とのコンバージェンスに関して
は、「コンバージェンスは重要であり、IASB
と FASB がダイバージェンスしないことが望
ましいものの、それはいかなるコストを払って
というわけではない。」ということがほぼ総意
であった。
　IFRS 第 15 号の強制適用までの厳しい時間
的制約を考えると、TRG にとって「適時性」
と「明確性」が必要不可欠な要素あるというこ
とがコンセンサスであった。TRG における議
論を通じて、収益認識基準にガイダンスを追加
するための再公開草案を出すことに対しては、
むしろそれによって不確実性が高まり、各作成
者が収益認識基準を適用する際の一貫性が失わ
れることが懸念された。また、仮に基準の明確
化のためにガイダンスを出す場合でも、「五月

雨式ではなく、1 つの公開草案（パッケージ）
として公表すべき。」、「その際、IFRS 第 15 号
の基礎となる原則を緩めるようなものであって
はならない。」などの意見があった。また
「FASBが単独でガイダンスを出すことにより、
IFRS と米国基準が同一でなくなるとしても、
収益認識に関する原則に抵触しない限り、許容
できる乖離と考えるべきである。」という意見
もあった。
　筆者は本件に関して、「コンバージェンスは
非常に大切だと思っている。しかし、IFRS が
原則ベースであるのに対して、US─GAAP は
ルールベースである。したがって、IASB と
FASBでは、おそらくガイダンスを発行する閾
値が違う。IASB 自体が修正に関するしっかり
した原則を持っていないと、IASB はただ米国
の動きに追随することになってしまう。それは
IFRS の利害関係者のためにはならない。AC
のアドバイスなどを基にして、もしこのような
ケースが将来再燃した時に備えて、対処原則を
確立しておくべきだと思う。」と発言した。

5．2015年アジェンダ・コンサルテーション
　このセッションでは、4つのグループに分か
れ、分科会形式で 2015 年に予定されるアジェ
ンダ・コンサルテーションに関して、IASB が
考慮すべき主要な戦略やテーマを議論した。1．
で紹介したミッション・ステートメントに沿っ
て、コンサルテーションの枠組みが決まるべき
である、というのがコンセンサスであった。
　多くのグループが、「アジェンダ・コンサル
テーションは特定のテーマに沿って行われるべ
きではない。」と考えていた。しかし、一部の
グループからは、「適用の一貫性を改善するよ
うな基準設定活動がテーマになり得るのではな
いか。」という指摘があった。現在進行中の主
要なプロジェクトが完了することを前提に「既
存の個別 IFRS に関する適用の一貫性をメイン
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とすべきかどうか、アジェンダ・コンサルテー
ションにおいて利害関係者の見解を問うべき。」
という意見があった。
　リサーチ・アジェンダに関しては、「現行の
リサーチが適正な範囲で行われているか、縮小
の必要性はないかに関して、アジェンダ・コン
サルテーションでも質問事項とするべきであ
る。」という意見もあった。また、リサーチの
対象は、「現行よりも、より長期、具体的には
今後 3年以上先の基準設定活動を想定したもの
へと変更することも検討すべきではないか。」
という声もあった。また、「狭い範囲の修正」
に関してもアジェンダ・コンサルテーションで
取り上げるべきという意見があった。また、一
貫した適用が目的であるなら、狭い範囲の修正
は不可避であるという意見もあった。
　あるグループからは、ITの発展を踏まえて、
「企業報告の将来像」もテーマとなり得るので
はないかとの意見も述べられた。また、別のグ
ループからは、コンバージェンスもアジェン
ダ・コンサルテーションのトピックとしてはど
うか、という意見もあった。
　アジェンダ・コンサルテーションに含めるべ
き特定の論点については、次回以降のACでも
議論を続けることとなった。

6．IFRS財団のMoU戦略
　IFRS 財団は、「覚書（Memorandum of Un-
derstanding, MoU）」の締結を通じた協力関係
の構築を、他の組織との提携戦略の基本に据え
ている。特に IFRS 強制適用国が 100 か国を超
えるとともに、IFRS 財団に対して、世界中か
ら正式の提携関係や非公式の協力関係を求める
声が強まっている。こうした状況を受けて、
2013 年 10 月のトラスティー会議では、IFRS

財団が第三者と覚書を交わすにあたってトラス
ティーが考慮すべき条件を定めたMoU 締結基
準を検討の結果、合意している4。MoU 締結に
際して明確なチェックリストを定めることによ
り、トラスティーが行うべきデューデリジェン
スの透明性が高まり、説明責任も果たすことが
できると考えられる。
　今回のACでは、「MoU締結にあたっての枠
組み、戦略に関して目的が明確化され、理解さ
れているかどうかを IFRS 財団としてしっかり
確認すべき。」という意見があった。また、
「MoU締結の枠組み、戦略に照らして、既存の
MoUを見直して、棚卸すべき。」という意見も
あった。MoU 締結基準については特にコメン
トはなかった。

7．教育イニシアチブ戦略
　教育イニシアチブでは、①IFRS 理解の共通
化（cohesive understanding of IFRS）、②
IFRS 適用に関する判断、見積りの応用力の開
発という 2つの主要プロジェクトに加えて、③
新しい IFRS の一貫した適用支援、④投資家教
育という 4つのプロジェクトが進行中である。
　今回のACでは教育イニシアチブが IASB に
とって価値あるものであるという認識を共有で
きた。特に議論が盛り上がったのが、マルチメ
ディアを利用した教育に関するもので、マルチ
メディア教材の開発にあたっての考慮すべき事
項や提携などコスト削減に向けた提言がなされ
た。また、約 3分の 1のAC委員が何らかの形
で、教育イニシアチブに関わっていることが明
らかになった。

8．IFRS財団のリスクと機会
　本セッションは非公開のため省略。

4　チェックリストは相手方組織とその幹部に関する事項 5項目、IFRS 財団として当該相手方と正式なエンゲー
ジメント関係構築の戦略的必要性 8項目からなる。
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9．IFRS財団トラスティー活動報告
　2月に開催されたチューリッヒ会議の模様が
IFRS 財団トラスティー Michel Prada 議長よ
り報告された。2 月会議では IFRS 財団の戦
略・ガバナンス、財務・資金計画、IASB の開
発動向などが議題であった。
　まず、IFRS 採用状況グローバル調査に関し
て、138 調査対象国中 114 か国以上が、全上場
企業またはほぼすべての上場企業に IFRS の適
用を義務付けているとの最新情報が報告され
た。米国に関しては米国企業による IFRS の任
意適用ではなく、米国基準に準拠した財務諸表
に加えて、IFRS 準拠財務諸表の任意開示を認
めるという「第 4の道」を検討していることが
紹介された。
　また 2015─17 年における IFRS 財団の戦略と
して、①高品質な一組のグローバル・スタン
ダードに対する関心の向上、②グローバル・ア
ドプション、③IFRS の一貫した適用支援、④
IFRS 財団/IASB の独立性、安定性、説明責任
の確立の 4 つを推進していくことが報告され
た。
　資金調達に関しては、各国からの拠出金が、
若干増加したことが報告された。IASB、IFRS
財団の活動が制約されるわけではないものの、
未だに拠出金の支払いに消極的な国も少なから
ずあり、資金調達は引き続き IFRS 財団の課題
であることが報告された。
　またモニタリング・ボード事務局を代表して
竹中オブザーバーより、チューリッヒでのトラ
スティー会議に先立ち、2月 2 日に開催された
モニタリング・ボード会合に関する報告があっ
た。モニタリング・ボードは資本市場規制当局
者からなる。グローバル金融危機を踏まえ
2009 年 1 月、IFRS 財団のガバナンスとデュー

プロセスを監視するために設立された。またコ
ンセンサスにより、河野正道モニタリング・
ボード議長が再任されたことが報告された。
　2月のモニタリング・ボード会合では主に①
モニタリング・ボード委員定数の拡大5、②
IFRS 財団の資金調達問題、③IFRS 財団・
IASB のガバナンス（トラスティーが責任）な
どが話し合われたことが紹介された。

10．企業報告の将来像
　企業報告の将来像については、ACの都度議
論されている。2015 年 2 月会議では、Global 
Reporting Initiative（GRI）に関する報告を受
けた。サステナビリティ報告書のガイドライン
として GRI は最も普及している枠組みである。
GRI は強制力のある基準ではなく従うことが望
ましいガイドラインという性格であるが、41
か国の上位 100 社のうち 78％ がサステナビリ
ティ報告書作成に利用している。
　GRI の役割やプロセス、及びより広く企業報
告全体に関して GRI の果たすべき役割、イン
プリケーションに関して、活発な質疑が行われ
た。GRI などの非財務報告と IFRS 等の財務報
告を統合していこうという大きなトレンドがあ
る。IASB や IFRS 財団としてこうした議論に
積極的に参加し、今後の企業報告においても引
き続き、IASB が主導的な役割を果たしていく
べきである、というACの従来からのアドバイ
スが再確認された。
　石原 AC 委員は、「作成者としては既に多く
の開示資料を提供しているので、非財務情報は
企業の任意とし、標準化は避けて監査対象にも
すべきではない。記載の参考例にはなるかもし
れないが、強制すべきではない。」という意見
を述べた。

5　現在定数は 7 で、米国証券取引委員会（SEC）、EC、日本金融庁、ブラジル証券委員会、韓国金融サービス
委員会、IOSCOより 2名という構成になっている。またオブザーバーとしてバーゼル銀行監督委員会が参加し
ている。
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　また，筆者は「投資家主導のイニシアチブと
いう説明があったが、規制当局主導のイニシア
チブのようにみえる。投資家主導といっても
SRI 投資家のように、投資家コミュニティのご
く一部の主導ではないか。」という意見を述べ
た。

Ⅲ．おわりに

　IFRS─AC は IFRS 財団トラスティーや
IASB に対して、アドプション等 IFRS の普及
や非 IFRS 採用国の会計基準とのコンバージェ
ンスなど戦略面に関して、ハイレベルなアドバ
イスを行う諮問組織である。それに対して、
ASAF は各国会計基準設定主体が、現在開発
中の会計基準やリサーチ・プロジェクトに関し
て、専門的な立場から IASB に対してアドバイ
スを行う諮問組織であるという役割分担が、今
回の AC では再確認された。特に、ASAF が
非常に有効に機能していることを認めつつも、
個別 IFRS 開発のデュープロセスに組み込むこ
とに関しては、否定的な意見が大勢を占めた。
また、ASAF における議案の範囲の拡大に関

しても否定的な意見が優勢であった。
　収益 TRG に関する議論では、FASB とのダ
イバージェンスが懸念された。コンバージェン
スは理想ではあるものの、FASB は米国の、
IASB は IFRS 利害関係者の利益を優先せざる
を得ないという現実もまた明らかになった。
FASBが独自にガイダンスを加えようとしてい
るとはいえ、収益認識基準（IFRS 第 15 号）
は、IFRS と US GAAP とがほぼ一言一句同じ
であることには変わりない。日本でも収益認識
基準の開発（日本基準のコンバージェンス）に
向けた検討が始まろうとしているが、こうした
国際的な動きは、日本基準の開発にあたっても
影響を与える可能性があるために、引き続き注
意していく必要がある。
　最後に、今回から副議長を引き受けた。これ
までは特定の議案についてコメントをすればよ
かったが、すべての議案について事前によく検
討し、必要に応じてACにおける議論をリード
できるような適切な意見を述べていく必要性を
痛感した。なかなかの重責ではあるが、自分の
能力の許す限り、ACに貢献していきたいと考
えている。


